
滋賀県空き家対策総合支援事業費補助金交付要綱 

第５章 既存住宅状況調査（インスペクション）に対する支援 

 

インスペクション補助金申請手続きの流れ 

 

期限（締切） 滋賀県住宅課 申請者（代理者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請書 提出 

締切２月 28 日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績報告書 提出 

締切３月 31 日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請書受付 

調査結果報告書受領 

インスペクション実施 

１．交付申請書の提出 
①様式第 1 号）交付申請書 

②別紙 5-1）事業計画書 

③別紙 5-2）誓約書 

④本人確認書類の写し 

（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ(表面のみ）、運転免許証、

保険証、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ等) 

⑤既存住宅状況調査費用の見積書の写し 

⑥媒介契約書または不動産売買契約書の写し

（物件引渡し後の場合、引渡し書等） 

⑦住宅の位置図（印や着色） 

⑧空き家バンクまたは居住誘導区域等である

ことが分かる書類 

⑨通帳の写し(名義および口座番号の記載面) 

※県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの確認方法を参照すること。 

補助事業 

交付決定後、 

事業着手 

補助金振込 ※申請者名義の口座へ 

２．実績報告書の提出 
①様式第２号）実績報告書 

②別紙 5）実績報告書 

③請求書の写し(申請者あて)   

④領収証または銀行振込控の写し 

⑤既存住宅状況調査結果報告書の写し 

⑥その他知事が必要と認める書類 

調査報告書

受領日から 

15 日以内 

【相談先・申請先】 

□ 滋賀県土木交通部住宅課企画係（滋賀県庁新館６階） 

□ 住所：〒520-8577  大津市京町四丁目１－１ 

□ 電話：077-528-4235  FAX ：077-528-4911 

    （平日 8：30～12：00、13：00～17:15） 

□ メールアドレス：house-kikaku@pref.shiga.lg.jp 

受付から交付決定までの期間を 

約２週間と見込んでください。 

※お急ぎの場合はご相談下さい。 

振込日をお知らせします。 

代理者が申請手続を行う場合 

委任状を提出下さい。 

通知書を送付します。 

通知書を送付します。 

実績報告受付 

補助金支払 

交付決定 

補助金の額の確定 


